
船主企第 19号 

2019年 4月 1日 

会 員 各 位 

（税 制 関 係） 

日本船主協会 

（企画部） 
 

平成 31度税制改正法案（海運関係）の成立・施行等について 

 

平成 31年度税制改正における当協会重点要望（外航船舶の特別償却制度）について、

去る 3月 27日の参議院本会議において税制改正法案が可決・成立し、3月 31日付で制

度の要件等に係る告示が官報に掲載されましたので、改正法および告示を添付の通りご

送付いたします。 

 

１．租税特別措置法第四十三条の新旧対照表（添付①） 

⇒ 特償対象となる資産（船舶）を特定船舶として定義し直し、そのなかで以下の

区分に応じて割合（特償率）を定めたもの。 

〇「イ：先進船舶」（日本船舶 20/100、外国船舶 18/100）。 

〇「ロ：外航環境低負荷船」（日本船舶 17/100、外国船舶 15/100）。 

〇「ハ：内航環境低負荷船」（16/100。高度環境低負荷船は 18/100）。 
 

２．外航船舶の特別償却制度に係る要件等の官報告示に関する外航課事務連絡（添付②） 

（１）租税特別措置法第十一条第一項の表第二号及び第四十三条第一項の表第二号の規定の

適用を受ける船舶を指定する告示の一部を改正する告示（平成31 年国交省告示第494号） 

⇒ 特償対象となる船舶の要件を定める告示を以下の通り改正するもの。 

   〇 先進船舶の定義を新設（第 2項）。 

   〇 EEDIの値について、建造契約の結ばれた期間（2019.4.1～2019.12.31／2020.1.1 

以降）に応じた規定を改正・追加（別表 1）。 

   〇 内航船舶の設備要件として「船首方位制御装置」を必須要件化（別表 2）。 

（２）先進船舶の対象範囲を定める告示及び先進船舶の導入等の促進に関する基本方針の 

一部を改正する告示（平成31 年国交省告示第356号） 

⇒ 告示第 356 号（特定先進低環境負荷船の要件等）については、当協会船主企第 15

号（2019年 3月 18日）にて「外航船舶の特別償却制度（先進船舶の要件に関する告

示）について」として会員各位宛にご連絡済です。 

 

なお、平成 31年度税制改正後の海運関係税制一覧は以下をご参照下さい。 

  https://www.jsanet.or.jp/seisaku/pdf/seisaku_zei/h30_itiran.pdf 
 

【本件に関するお問合せ先】 

日本船主協会 企画部（税制担当）本澤・藤本 

TEL：03-3264-7174 FAX：03-5226-9166 E-mail：pln-div@jsanet.or.jp 

以上 

https://www.jsanet.or.jp/seisaku/pdf/seisaku_zei/h30_itiran.pdf
mailto:pln-div@jsanet.or.jp
gen1
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（
特
定
設
備
等
の
特
別
償
却
）

第
四
十
三
条
　
法
人
で
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
も
の
の
う
ち
次
の
表
の
各
号
の
上
欄

　

に
掲
げ
る
も
の
が
、
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
（
同
表
の
他
の
号

　
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
設
備
等
」

　
と
い
う
。
）
に
つ
き
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
特
定
設
備
等
で
そ
の
製
作
若
し
く

　
は
建

設
の

後
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
取
得
し
、
又
は
特
定
設
備

　
等
を
製
作
し
、
若
し
く
は
建
設
し
て
、
こ
れ
を
当
該
法
人
の
当
該
各
号
の
上
欄
に
規

　
定
す
る
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
（
所
有
権
移
転
外
り
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た

当
該
特
定
設
備
等
を
そ
の
用
に
供
し
た
場
合
又
は
同
表
の
第
二
号
の
上
欄
に
掲
げ
る

法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
が
貸
付
け
の
用
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。

）

に
は
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
日
を
含
む
事
業
年
度
の
当
該
特
定
設
備
等
の
償

却
限
度
額
は
、
法
人
税
法
第
三
十
｝
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、

当
該
特
定
設
備
等
の
普
通
償
却
限
度
額
と
特
別
償
却
限
度
額
（
当
該
特
定
設
備
等

　
の
取
得
価
額
に
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
い
う

。

）

と
の
合
計
額
と
す
る
。

法
　
　
　
　
　
　
人

資
　
　
　
　
　
産

割
　
　
合

　

（特
定
設
備
等
の
特
別
償
却
）

第
四
十
三
条
同
上

一 1

第 法
四

十
二
条

の
四

第 人
三
項

当

該
機

資

械
そ
の
他
の

減
産

価

百
分 割
の
八

合

6
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●

に
規
定
す

る
中
小
企
業
者
（

償
却
資
産
（
既
に
事
業
の

適
用
除
外
事
業
者
に
該
当
す

用
に
供
さ
れ
て
い
た
当
該

る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
農

機
械
そ
の
他
の
減
価
償
却

業
協
同
組
合
等
（
第
三
号
に

資
産
に
代
え
て
当
該
事
業

お

い
て

「
中
小
企
業
者
等
」

の

用
に
供
さ
れ
る
こ
と
と

と
い
う
。
）
で
、
公
害
そ
の

な
つ
た
も
の
を
除
く
。
）

他

こ
れ
に
準
ず
る
公
共
の
災

害
の
防
止
に
資
す
る
機
械
そ

の

他
の
減
価
償
却
資
産
の
う

ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

ゴ
．
政
令
で
定
め
る
海
上
運
送

当
該
事
業
の
経
営
の
合
理

百
分
の
十
六
（

業
を
営
む
法
人

化
及
び
環
境
へ
の
負
荷
の

当
該
船
舶
の
う

低
減
に
資
す
る
も
の
と
し

ち
外
航
船
舶
（

て

政
令
で
定
め
る
船
舶

本
邦
と
外
国
と

の

間
又
は
外
国

と
外
国
と
の
聞

を
往
来
す
る
船

舶
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）

で

日
本
船
舶
（

船
舶
法
第
一
条

に
規
定
す
る
日

本
船
舶
を
い
う

。

）

に
該
当
す

る
も
の
及
び
当

該
船
舶
の
う
ち

環
境
へ
の
負
荷

の

低
減
に
著
し

く
資
す
る
も
の

と
し
て
政
令
で

7
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1
一
　
省
　
略

省
　
略

省
　
略

ゴ
．
政
令
で
定
め
る
海
上
運
送

川
　
特
定
船
舶
（
当
該
事

百
分
の
十
八
（

業

を
営
む
法
人

業
の
経
営
の
合
理
化
及

日
本
船
舶
（
船

び
環
境
へ
の
負
荷
の
低

舶
法
第
一
条
に

減

に
資
す
る
も
の
と
し

規
定
す
る
日
本

て

政
令
で
定
め
る
船
舶

船
舶
を
い
う
。

を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に

ロ

に

お

い
て
同

お
い
て

同
じ
。
）
の
う

じ
。
）
に
該
当

ち
当
該
法
人
の
海
上
運

す

る
も
の
に
つ

送
法
第
三
十
九
条
の
十

い
て

は
、
百
分

四
に
規
定
す
る
認
定
先

の

二
十
）

定

め
る
も
の
（

外
航
船
舶
を
除

く
。
）
に
つ
い

て

は
、
百
分
の

十
八
）

ヨ、

自
動
車
の
運
転
に
関
す
る

当
該
自
動
車
教
習
所
に
お

百
分
の
二
十

技
能
及
び
知

識
の

教
授

（主

い
て

当
該
事
業
の
用
に
供

と
し
て
道
路
交
通
法
第
八
十

さ
れ
る
車
両
及
び
運
搬
具

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免

の

う
ち
貨
物
を
運
搬
す
る

許

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

構
造

の
自
動
車
と
し
て
政
「

対

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

令
で
定
め
る
も
の

係

る
学
習
支
援
業
を
営
む
中

小
企
業
者
等
で
、
同
法
第
九

十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
自
動
車
教
習
所
と
し

て

指
定
さ
れ
た
同
法
第
九
十

八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
自

到
同
上

同
　
上

同
　
上

ノ
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進
船
舶
導
入
等
計
画
（

先
進
船
舶
（
同
法
第
三

十
九

条
の
十
第
一
項
に

規
定
す
る
先
進
船
舶
を

い

う
。
イ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
導
入
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）
に

記
載
さ
れ
た
先
進
船
舶

（
環
境
へ
の
負
荷
の
低

減
に
著
し
く
資
す
る
も

の

と
し
て
政
令
で
定
め

る
船
舶
に
限
る
。
ロ
に

お

い
て

「
特
定
先
進
船

舶
」
と
い
う
。
）
に
該

当
す
る
外
航
船
舶
（
本

邦
と
外
国
と
の
間
又
は

外

国
と
外
国
と
の
間
を

往
来
す
る
船
舶
を
い
う

。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

■

司
特
定
船
舶
の
う
ち
、

百
分
の
十
五
（

特
定
先
進
船
舶
に
該
当

日
本
船
舶
に
該

す

る
外
航
船
舶
以
外
の

当
す
る
も
の
に

外
航
船
舶

つ
い
て

は
、
百

分
の
十
七
）

バ

特
定
船
舶
の
う
ち
、

百
分
の
十
六
（

外
航
船
舶
以
外
の
船
舶

環
境
へ
の
負
荷

の

低
減
に
著
し

く
資
す
る
も
の

と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の
に
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分 つ
の い

十 て

八 は
）

、

百

2
　
省
　
略

2
　
同
　
上

一
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事 務 連 絡 
平成 31 年 4 月 1 日 

 
 

一般社団法人日本船主協会企画部 御中 
 

国土交通省海事局外航課    
 
 

外航船舶の特別償却制度に係る要件等の官報告示について 
 

租税特別措置法の一部改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」が 3 月 27 日に成立 
したことを受け、3 月 29 日に外航船舶の特別償却制度に係る要件（特定先進低環境負荷船の要

件を除く。）等を官報告示致しましたので、お知らせ致します。 
なお、特定先進低環境負荷船の要件等については、3 月 15 日に官報告示しておりますので、

併せてお知らせ致します。 
 
 
＜添付資料＞ 
 ・租税特別措置法第十一条第一項の表第二号及び第四十三条第一項の表第二号の規定の適用を

受ける船舶を指定する告示の一部を改正する告示（平成 31 年国土交通省告示第 494 号） 
〔参考資料〕新旧対照表 

 ・先進船舶の対象範囲を定める告示及び先進船舶の導入等の促進に関する基本方針の一部を改

正する告示（平成 31 年国土交通省告示第 356 号） 

int
添付②















- 1 -

○
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
を
指
定
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成

二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
三
号
）
（
抄
）

改

正

案

現

行

（
事
業
の
経
営
の
合
理
化
及
び
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
船
舶
）

（
事
業
の
経
営
の
合
理
化
及
び
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
船
舶
）

一

租
税
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
表
第
二
号

一

租
税
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
表
第
二
号

の
中
欄
の
イ
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
中
欄
の
イ
に
規
定
す
る
事

及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
船
舶

次
に
掲

業
の
経
営
の
合
理
化
及
び
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
船
舶

次
に
掲
げ
る

げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
船
舶
（
薬
品
タ
ン
ク
船
を
除
く

事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
船
舶
（
薬
品
タ
ン
ク
船
を
除
く
。
）

。
）

イ

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
第
五
条
の
八
第
三
項
及

イ

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
八
第
二
項

び
第
二
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
洋
運
輸
業

別
表
一
に
掲
げ
る
船
舶

及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
洋
運
輸
業

別
表
一
に
掲
げ
る
船
舶

ロ

令
第
五
条
の
八
第
三
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
沿
海
運
輸
業

ロ

令
第
五
条
の
八
第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
沿
海
運
輸
業

別
表
二
に
掲
げ
る
船
舶

別
表
二
に
掲
げ
る
船
舶

（
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
著
し
く
資
す
る
外
航
船
舶
）

二

法
第
十
一
条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
中
欄
の
イ
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
の

（
新
設
）

表
第
二
号
の
中
欄
の
イ
に
規
定
す
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
著
し
く
資
す
る

船
舶

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
十
九
条
の

十
第
一
項
に
規
定
す
る
先
進
船
舶
の
う
ち
海
上
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
四
十
二
条
の
八
第
二
号
に
規
定
す
る
先
進
的

な
技
術
（
先
進
船
舶
の
対
象
範
囲
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通

省
告
示
第
八
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
又

は
材
料
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
も
の
に
限
る

。
）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
当
該
設
備
又
は
材
料
の
い
ず
れ
か
を
有
し
、
又
は
使

用
し
て
い
る
船
舶
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶

ロ

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶
で
あ

っ
て
同
年
四
月
一
日
以
後
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の

（
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
著
し
く
資
す
る
内
航
船
舶
）

（
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
著
し
く
資
す
る
船
舶
）

三

法
第
十
一
条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
下
欄
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二

二

法
第
十
一
条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
下
欄
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
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号
の
下
欄
に
規
定
す
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
著
し
く
資
す
る
船
舶

別
表
三

号
の
下
欄
に
規
定
す
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
著
し
く
資
す
る
船
舶

別
表
三

に
掲
げ
る
船
舶

に
掲
げ
る
船
舶

別
表
一

外
航
船
舶

別
表
一

外
航
船
舶

番
号

船

舶

番
号

船

舶

１

（
略
）

１

（
略
）

２

海
防
法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
確

２

海
防
法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
確

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
船
舶
（
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
船
舶
（
第
一
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲

げ
る
用
途
及
び
大
き
さ
の
船
舶
に
限
る
。
）
で
、
同
項
に
規
定
す
る

げ
る
用
途
及
び
大
き
さ
の
船
舶
に
限
る
。
）
で
、
同
項
に
規
定
す
る

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
（
以
下
「
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区

」
と
い
う
。
）
の
値
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
当

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

該
各
号
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
り
、

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
１
の
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第

か
つ
、
１
の
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
か
ら
第

十
五
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置
及
び
機
器
の
全
て
を
有

二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置
及
び
機
器
の
全
て
を
有
し
て
い
る
鋼
船

し
て
い
る
鋼
船
（
同
項
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
に
規
定

（
同
項
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
船
舶
に
あ

す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
装
置
を

っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
装
置
を
有
し
て
い
る
も

有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

一

平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶

（
新
設
）

（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
同
年
七
月
一
日
以
後
に

建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
船

舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素

放
出
抑
制
指
標
の
値

イ

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
の
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制

国
土

指
標
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
環

交
通
省
令
第
三
号
。
以
下
「
指
標
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）

境

省

第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
タ
ン
カ
ー
等
（
以
下
「
タ
ン
カ
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ー
等
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し

、
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

載
貨
重
量
ト
ン
数
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「

」
と

（1）

Dw

い
う
。
）
が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

9
5
0
.6
6
4
D
w
-
0
.
4
8
8

が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
4,
0
0
0

1
,
2
18
.
8
D
w
-
0
.
4
8
8

（0
.8
8
-
0
.
1

）

1
6
,
00
0

ロ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
そ
の
貨
物
倉
の
一
部

分
が
ば
ら
積
み
の
固
体
貨
物
の
輸
送
の
た
め
の
構
造
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

9
50
.
8
2
D
w
-
0.
4
8
8

（1）

Dw
が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
4
,
00
0

1
,
2
1
9
D
w
-0
.
4
8
8

（0
.
8
8
-0
.
1

）

1
6
,
0
0
0

ハ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
液
化
ガ
ス
ば
ら

積
船
（
以
下
「
液
化
ガ
ス
ば
ら
積
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に

掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の

8
7
3.
6
D
w
-
0.
4
5
6

（1）

Dw
が
二
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
2
,
0
0
0

1
,
1
2
0
D
w
-
0.
4
5
6

（0
.
8
8
-
0
.1

）

8
,
0
0
0

ニ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
ば
ら
積
貨
物
船

（
以
下
「
ば
ら
積
貨
物
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も

の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

7
5
0
.
1
96
2
D
w
-
0
.4
7
7

（1）

Dw
が
一
万
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw
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D
w
-1
0
,
0
0
0

9
61
.
7
9
D
w
-
0
.
4
77

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

1
0,
0
0
0

ホ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
八
項
に
規
定
す
る
コ
ン
テ
ナ
船
（

以
下
「
コ
ン
テ
ナ
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

（1）

Dw1
3
5
.8
9
1
6
D
w
-
0
.
2
0
1

が
一
万
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
1
0,
0
0
0

1
7
4
.
22
D
w
-
0.
2
0
1

（0
.
88
-
0
.
1

）

5
,
0
0
0

ヘ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
九
項
に
規
定
す
る
冷
凍
運
搬
船
（

以
下
「
冷
凍
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の
1
77
.
0
6
7
8
D
w
-0
.
2
4
4

（1）

Dw
が
三
千
ト
ン
以
上
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
3
,
0
00

2
2
7
.
0
1
D
w
-0
.
2
4
4

（0
.
8
8
-
0.
1

）
2
,
0
0
0

ト

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
船

（
以
下
「
一
般
貨
物
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の

に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

8
3
.
8
3
4
4
D
w
-
0
.
21
6

（1）

Dw
が
三
千
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
3
,
0
0
0

1
0
7
.
4
8
D
w
-
0
.2
1
6

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

1
2
,
0
0
0

二

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

（
新
設
）

間
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ

っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
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及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸

化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

イ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ロ
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

9
75
.
0
4
D
w
-
0
.
4
8
8

（1）

Dw
が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw
D
w
-
4,
0
0
0

1
,
2
1
8.
8
D
w
-
0
.
4
8
8

（0
.9
-
0
.
1

）

1
6
,
0
00

ロ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
そ
の
貨
物
倉
の
一
部

分
が
ば
ら
積
み
の
固
体
貨
物
の
輸
送
の
た
め
の
構
造
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

9
75
.
2
D
w
-0
.
4
8
8

（1）

Dw
が
四
千
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
4
,
0
00

1
,
2
1
9
D
w
-0
.
4
8
8

（0
.
9
-0
.
1

）

1
6
,
0
0
0

ハ

液
化
ガ
ス
ば
ら
積
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り

算
定
し
た
値

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の

8
9
6D
w
-
0.
4
5
6

（1）

Dw
が
二
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
2
,
0
0
0

1
,
1
2
0
D
w
-
0
.4
5
6

（0
.
9
-0
.
1

）

8
,
0
0
0

ニ

ば
ら
積
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定

し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

7
6
9
.
4
32
D
w
-
0
.4
7
7

（1）

Dw
が
一
万
ト
ン
以
上
二
万
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
1
0
,
0
00

9
6
1
.
7
9
D
w
-
0
.4
7
7

（0
.
9
-
0
.
1

）

1
0
,
0
0
0
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ホ

コ
ン
テ
ナ
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し

た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
3
9
.
37
6
D
w
-
0
.
2
0
1

（1）

Dw
が
一
万
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-1
0
,
0
0
0

1
7
4
.
22
D
w
-
0
.
2
0
1

（0
.
9-
0
.
1

）

5
,
0
0
0

ヘ

冷
凍
運
搬
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し

た
値

が
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
81
.
6
0
8
D
w
-
0.
2
4
4

（1）

Dw
が
三
千
ト
ン
以
上
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
3
,
00
0

2
2
7
.
0
1D
w
-0
.
2
4
4

（0
.
9
-0
.
1

）

2
,
0
0
0

ト

一
般
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し

た
値

が
一
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

8
5
.
9
8
4
D
w
-0
.
2
1
6

（1）

Dw
が
三
千
ト
ン
以
上
一
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
3
,
0
00

1
0
7
.
4
8
D
w
-0
.
2
1
6

（0
.
9
-
0
.1

）

1
2
,
0
0
0

三

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

一

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶

ま
で
の
間
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船

（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月

舶
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年

一
日
以
後
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

次
に
掲
げ
る
船
舶

九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

次
に
掲

の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

次
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

イ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ロ
に

イ

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
の
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ

指
標
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交

ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

通
省
・
環
境
省
令
第
三
号
。
以
下
「
指
標
基
準
省
令
」
と
い
う
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。
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
タ
ン
カ
ー
等
（
以
下
「
タ
ン

カ
ー
等
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
ロ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

1,
0
3
5
.
9
8
D
w
-
0
.
4
8
8

載
貨
重
量
ト
ン
数
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「

」
と
い

（1）
Dw

（1）

Dw

う
。
）
が
二
万
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,
0
3
5
.9
8
D
w
-
0
.
4
8
8

（
略
）

（
略
）

（2）

（2）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

液
化
ガ
ス
ば
ら
積
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次

ハ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
液
化
ガ
ス
ば

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算

ら
積
船
（
以
下
「
液
化
ガ
ス
ば
ら
積
船
」
と
い
う
。
）
（
次

定
し
た
値
に
よ
り
算
定
し
た
値

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

ニ

ば
ら
積
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲

ニ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
ば
ら
積
貨
物

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し

船
（
以
下
「
ば
ら
積
貨
物
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る

た
値

も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

ホ

コ
ン
テ
ナ
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ

ホ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
八
項
に
規
定
す
る
コ
ン
テ
ナ
船

る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た

（
以
下
「
コ
ン
テ
ナ
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の

値

に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

ヘ

冷
凍
運
搬
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ

ヘ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
九
項
に
規
定
す
る
冷
凍
運
搬
船

る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た

（
以
下
「
冷
凍
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の

値

に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

ト

一
般
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ

ト

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物

る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た

船
（
以
下
「
一
般
貨
物
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
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値

の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

（
削
除
）

二

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
船
舶
以
外
の
船
舶

次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用

三

前
二
号
に
掲
げ
る
船
舶
以
外
の
船
舶

次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用

途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

イ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
ロ

イ

タ
ン
カ
ー
等
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
ロ
に
掲
げ
る

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ

も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

ロ
～
ト

（
略
）

ロ
～
ト

（
略
）

３

海
防
法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
確

３

海
防
法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
確

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
船
舶
（
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
船
舶
（
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲

げ
る
用
途
及
び
大
き
さ
の
船
舶
に
限
る
も
の
と
し
、
平
成
二
十
七
年

げ
る
用
途
及
び
大
き
さ
の
船
舶
に
限
り
、
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日

九
月
一
日
前
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船

前
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ

舶
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日
以
前
に
建
造
に
着

て
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日
以
前
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た

手
さ
れ
た
も
の
）
を
除
く
。
）
で
、
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の

も
の
）
を
除
く
。
）
で
、
同
項
に
規
定
す
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制

値
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

指
標
の
値
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
１
の
項
第

に
定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
及
び
第

１
の
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
号
ま

三
十
一
号
に
掲
げ
る
装
置
及
び
機
器
の
全
て
を
有
し
て
い
る
鋼
船
（

で
及
び
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
装
置
及
び
機
器
の
全
て
を
有
し
て
い

同
項
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
に
規
定
す
る
船
舶
に
あ
っ
て

る
鋼
船
（
同
項
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
に
規
定
す
る
船
舶

は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
装
置
を
有
し
て
い
る
も
の
に

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
装
置
を
有
し
て
い

限
る
。
）

る
も
の
に
限
る
。
）

一

平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶

（
新
設
）

（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
同
年
七
月
一
日
以
後
に

建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
船

舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素
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放
出
抑
制
指
標
の
値

イ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ロ
ー
ル
オ
ン
・

ロ
ー
ル
オ
フ
旅
客
船
（
以
下
「
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ

旅
客
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ

り
算
定
し
た
値

が
千
ト
ン
以
上
の
も
の

5
8
6
.6
8
4
8
D
w
-
0
.
3
8
1

（1）

Dw
が
二
百
五
十
ト
ン
以
上
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
2
5
0

7
5
2
.1
6
D
w
-0
.
3
8
1

（0
.
88
-
0
.
1

）

7
5
0

ロ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ク
ル
ー
ズ
旅
客

船
（
以
下
「
ク
ル
ー
ズ
旅
客
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ

る
も
の
で
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
規
定
に
基
づ
く
船
舶
の
設
備
等
の
検
査
等
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
の

二
十
三
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
推
進
機
関
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
推
進
機
関
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

総
ト
ン
数
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「

」
と
い
う
。

（1）

Gt

）
が
八
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
3
3
.
2
5
5
2
G
t
-
0.
2
1
4

が
二
万
五
千
ト
ン
以
上
八
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Gt

G
t
-
2
5
,
0
0
0

1
7
0
.
8
4
G
t
-
0
.2
1
4

（0
.
8
8
-
0
.
1

）

6
0
,
0
0
0

ハ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
液
化
天
然
ガ
ス

運
搬
船
（
以
下
「
液
化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、
推
進
機
関
を
有
す
る
も
の

Dwに
限
る
。
）

1
,
7
5
7
.
88
6
D
w
-
0.
4
7
4

ニ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
十
項
に
規
定
す
る
ロ
ー
ル
オ
ン
・

ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船
（
以
下
「
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
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貨
物
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も
の
と

し
、
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
搬
船
（
以
下
「

自
動
車
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式

に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,0
9
6
.
0
1
7
Dw

-
0
.
4
9
8

（1）

Dw
が
千
ト
ン
以
上
二
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw
D
w
-
1,
0
0
0

1
,
4
05
.
1
5
D
w
-
0
.
4
9
8

（0
.8
8
-
0
.
1

）

1
,
0
00

ホ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、

を

Dw

Dw

Gt

で
除
し
た
値
が
〇
・
三
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

D
w

6
4
7
.
69
8
8
D
w
-
0.
4
7
1

（

）-0
.
7

G
t

ヘ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
も
の

Dw

と
し
、
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

1
,
50
4
.
4
8
2
9
D
w
-0
.
4
7
1

二

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

（
新
設
）

間
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ

っ
て
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途

及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸

化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

イ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
旅
客
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
千
ト
ン
以
上
の
も
の

6
3
9
.
3
3
6D
w
-
0.
3
8
1

（1）

Dw
が
二
百
五
十
ト
ン
以
上
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
2
5
0

7
5
2
.
1
6
D
w
-
0
.3
8
1

（0
.
9
-
0
.
0
5

）

7
5
0

ロ

ク
ル
ー
ズ
旅
客
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
推
進
機
関
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値
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が
八
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
4
5
.2
1
4
G
t
-
0
.
2
14

（1）

Gt
が
二
万
五
千
ト
ン
以
上
八
万
五
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Gt

G
t
-
2
5
,0
0
0

1
7
0
.8
4
G
t
-
0
.
2
1
4

（0
.
9-
0
.
0
5

）

6
0
,
00
0

ハ

液
化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、

Dw

推
進
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

1
,
8
0
2
.
9
6
Dw

-
0
.
4
7
4

ニ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
も
の
と
し
、
自
動
車
運
搬
船
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算

式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
二
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
,1
9
4
.
3
7
7
5
D
w
-0
.
4
9
8

（1）

Dw
が
千
ト
ン
以
上
二
千
ト
ン
未
満
の
も
の

（2）

Dw

D
w
-
1
,
00
0

1
,
4
0
5
.1
5
D
w
-
0.
4
9
8

（0
.
9
-0
.
0
5

）

1
,
0
0
0

ホ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、

を

Dw

Dw

Gt

で
除
し
た
値
が
〇
・
三
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

D
w

6
6
3
.
3
0
6D
w
-0
.
4
7
1

（

）-0
.
7

G
t

ヘ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
も
の

Dw

と
し
、
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

1
,
5
40
.
7
3
5
5
D
w
-0
.
4
7
1

三

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

一

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶

ま
で
の
間
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船

（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一

舶
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年

日
以
後
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用

九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）

次
に
掲

途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二

げ
る
船
舶
の
用
途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

次
に
定
め
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

イ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
旅
客
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に

イ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ロ
ー
ル
オ
ン
・

限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

ロ
ー
ル
オ
フ
旅
客
船
（
以
下
「
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ

る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

旅
客
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ

り
算
定
し
た
値
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・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

ロ

ク
ル
ー
ズ
旅
客
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
推
進
機
関
を
有

ロ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ク
ル
ー
ズ
旅
客

す
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

船
（
以
下
「
ク
ル
ー
ズ
旅
客
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ

れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

る
も
の
で
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
規
定
に
基
づ
く
船
舶
の
設
備
等
の
検
査
等
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
の

二
十
三
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
推
進
機
関
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
推
進
機
関
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

算
式
に
よ
り
算
定
し
た
値

が
八
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
5
3
.
7
5
6
Gt

-
0.
2
1
4

総
ト
ン
数(

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「

」
と
い
う
。)

が

（1）

Gt

（1）

Gt

八
万
五
千
ト
ン
以
上
の
も
の

1
5
3
.
7
5
6
G
t
-0
.
2
1
4

（
略
）

（
略
）

（2）

（2）

ハ

液
化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、

ハ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
液
化
天
然
ガ
ス

Dw

推
進
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

1
,
91
5
.
6
4
5
D
w
-0
.
4
7
4

運
搬
船
（
以
下
「
液
化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
（
Dw

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
で
、
推
進
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限

る
。
）1,

9
1
5
.
6
4
5
Dw

-0
.
4
7
4

ニ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に

ニ

指
標
基
準
省
令
第
一
条
第
十
項
に
規
定
す
る
ロ
ー
ル
オ
ン
・

限
る
も
の
と
し
、
自
動
車
運
搬
船
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船
（
以
下
「
ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ

。
）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算

貨
物
船
」
と
い
う
。
）
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
条

式
に
よ
り
算
定
し
た
値

第
十
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
運
搬
船
（
以
下
「
自
動
車
運

搬
船
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算

定
し
た
値

・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

ヘ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
も
の

ヘ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
り
、
ホ

Dw

Dw

と
し
、
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

1
,
6
3
1.
3
6
7
D
w
-
0
.4
7
1

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

1
,
6
31
.
3
6
7
D
w
-
0
.4
7
1

四

前
三
号
に
掲
げ
る
船
舶
以
外
の
船
舶

次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用

二

前
号
に
掲
げ
る
船
舶
以
外
の
船
舶

次
に
掲
げ
る
船
舶
の
用
途

途
及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二

及
び
船
舶
の
大
き
さ
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
二
酸
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酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
の
値

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に

ニ

ロ
ー
ル
オ
ン
・
ロ
ー
ル
オ
フ
貨
物
船
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
も
の
と
し
、
自
動
車
運
搬
船
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

限
り
、
自
動
車
運
搬
船
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

次

）

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り

よ
り
算
定
し
た
値

算
定
し
た
値

・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

ヘ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
る
も
の

ヘ

自
動
車
運
搬
船
（

が
一
万
ト
ン
以
上
の
も
の
に
限
り
、
ホ

Dw

Dw

と
し
、
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

1
,6
8
5
.
7
4
5
9D
w
-0
.
4
7

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

1
,
6
8
5
.
7
4
5
9D
w
-
0.
4
7
1

別
表
二

内
航
船
舶

別
表
二

内
航
船
舶

番
号

船

舶

番
号

船

舶

１

総
ト
ン
数
が
三
百
ト
ン
以
上
二
千
ト
ン
未
満
の
鋼
船
で
あ
っ
て
、
第

１

総
ト
ン
数
が
三
百
ト
ン
以
上
二
千
ト
ン
未
満
の
鋼
船
で
あ
っ
て
、
第

一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置
、
機
器
及
び
船
型
の
全
て

一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置
、
機
器
及
び
船
型
の
全
て

を
有
し
て
い
る
も
の
（
第
九
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
船
舶
に

を
有
し
て
い
る
も
の
（
第
八
号
及
び
第
九
号
に
規
定
す
る
船
舶
に

あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
機
器
及
び
装
置
を
有
し

あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
機
器
及
び
装
置
を
有
し

て
い
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
船
舶
検
査
証
書
（
船
舶
安
全
法
（

て
い
る
も
の
に
限
り
、
船
舶
検
査
証
書
（
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年

昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項
の
船
舶
検
査
証
書
を
い

法
律
第
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項
の
船
舶
検
査
証
書
を
い
う
。
以
下

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
平
水
区
域
の
う
ち
湖
又
は
川
の
み
を

同
じ
。
）
に
お
い
て
平
水
区
域
の
う
ち
湖
又
は
川
の
み
を
航
行
区
域

航
行
区
域
と
す
る
旨
の
記
載
の
あ
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
あ
っ
て
は

と
す
る
旨
の
記
載
の
あ
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
あ
っ
て
は
第
十
号

第
十
一
号
に
掲
げ
る
装
置
を
有
し
、
か
つ
、
第
十
二
号
に
掲
げ
る

に
掲
げ
る
装
置
を
有
し
、
か
つ
、
第
十
一
号
に
掲
げ
る
塗
料
を
船

塗
料
を
船
底
外
板
及
び
船
側
外
板
の
外
面
で
満
載
喫
水
線
規
則
（
昭

底
外
板
及
び
船
側
外
板
の
外
面
で
満
載
喫
水
線
規
則
（
昭
和
四
十
三

和
四
十
三
年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
（

年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
令
第
六

同
令
第
六
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

）
の
規
定
に
基
づ
く
海
水
満
載
喫
水
線
（
以
下
「
海
水
満
載
喫
水
線

に
基
づ
く
海
水
満
載
喫
水
線
（
以
下
「
海
水
満
載
喫
水
線
」
と
い
う

」
と
い
う
。
）
よ
り
下
方
の
部
分
（
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
船
舶

。
）
よ
り
下
方
の
部
分
（
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
船
舶
以
外
の
船

以
外
の
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
型
深
さ
の
下
端
か
ら
舷
端
ま
で
の
最
小

舶
に
あ
っ
て
は
、
型
深
さ
の
下
端
か
ら
舷
端
ま
で
の
最
小
の
深
さ
の
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の
深
さ
の
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
位
置
に
お
け
る
計
画
満
載
喫
水
線

七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
位
置
に
お
け
る
計
画
満
載
喫
水
線
に
平
行
な

に
平
行
な
線
よ
り
下
方
の
部
分
）
に
塗
布
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。

線
よ
り
下
方
の
部
分
）
に
塗
布
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

）一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

推
進
関
係
機
器
、
推
進
効
率
改
良
装
置
又
は
推
進
効
率
改
良
型

三

推
進
関
係
機
器
、
推
進
効
率
改
良
装
置
又
は
推
進
効
率
改
良
型

船
型
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

船
型
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

（
削
る
）

ホ

船
首
方
位
制
御
装
置

ホ
～
ト

（
略
）

へ
～
チ

（
略
）

四

船
首
方
位
制
御
装
置

（
新
設
）

五
～
十
二

（
略
）

四
～
十
一

（
略
）

２

総
ト
ン
数
が
二
千
ト
ン
以
上
の
鋼
船
で
あ
っ
て
、
第
一
号
か
ら
第
四

２

総
ト
ン
数
が
二
千
ト
ン
以
上
の
鋼
船
で
あ
っ
て
、
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置
、
機
器
及
び
船
型
の
全
て
を
有
し
て
い
る
も

号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置
、
機
器
及
び
船
型
の
全
て
を
有
し
て
い
る
も

の
（
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
そ
れ

の
（
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
そ
れ

ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
機
器
及
び
装
置
を
有
し
て
い
る
も
の
に

ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
機
器
及
び
装
置
を
有
し
て
い
る
も
の
に

限
る
も
の
と
し
、
船
舶
検
査
証
書
に
お
い
て
平
水
区
域
の
う
ち
湖
又

限
り
、
船
舶
検
査
証
書
に
お
い
て
平
水
区
域
の
う
ち
湖
又
は
川
の
み

は
川
の
み
を
航
行
区
域
と
す
る
旨
の
記
載
の
あ
る
船
舶
以
外
の
船
舶

を
航
行
区
域
と
す
る
旨
の
記
載
の
あ
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
あ
っ
て

に
あ
っ
て
は
第
八
号
に
掲
げ
る
装
置
を
有
し
、
か
つ
、
第
九
号
に
掲

は
第
八
号
に
掲
げ
る
装
置
を
有
し
、
か
つ
、
第
九
号
に
掲
げ
る
塗
料

げ
る
塗
料
を
船
底
外
板
及
び
船
側
外
板
の
外
面
で
海
水
満
載
喫
水
線

を
船
底
外
板
及
び
船
側
外
板
の
外
面
で
海
水
満
載
喫
水
線
よ
り
下
方

よ
り
下
方
の
部
分
（
船
舶
安
全
法
第
三
条
に
規
定
す
る
船
舶
以
外
の

の
部
分
（
船
舶
安
全
法
第
三
条
に
規
定
す
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
あ

船
舶
に
あ
っ
て
は
、
型
深
さ
の
下
端
か
ら
舷
端
ま
で
の
最
小
の
深
さ

っ
て
は
、
型
深
さ
の
下
端
か
ら
舷
端
ま
で
の
最
小
の
深
さ
の
七
十
五

の
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
位
置
に
お
け
る
計
画
満
載
喫
水
線
に
平
行

パ
ー
セ
ン
ト
の
位
置
に
お
け
る
計
画
満
載
喫
水
線
に
平
行
な
線
よ
り

な
線
よ
り
下
方
の
部
分
）
に
塗
布
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

下
方
の
部
分
）
に
塗
布
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

１
の
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置
、
機
器
及

二

１
の
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
装
置
、
機
器
及
び

び
船
型

船
型

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）
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（損
害
賠
償
の
額
）

第
三
十
五
条
　
　
（
略
）

2
　
当
社
は
、
信
書
便
物
の
損
傷
に
よ
る
損
害
に
つ

　
い

て
は
、
信
書
便
物
の
価
格
を
基
準
と
し
て
損
傷

　
の

程
度

に
応
じ
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま

　
す
。

3
・
4
　
　
（
略
）

5
　
信
書
便
物
の
滅
失
又
は
損
傷
に
よ
る
損
害
及
び

　
遅
延
に

よ
る
損
害
が
同
時
に
生
じ
た
と
き
は
、
当

　
社

は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
合

　
計
額
を
、
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

6
　
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
社
の
故
意

　
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
信
書
便
物
の
滅
失
、

　
損
傷
又
は
遅
延
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
そ

　
れ
に
よ
り
生
じ
た
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

　

（料
金
の
払
戻
し
等
）

第
三
十
六
条
　
当
社
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な

　
い

事
由
又
は
当
社
の
責
任
に
よ
る
事
由
に
よ
っ

　

て
、
信
書
便
物
に
滅
失
、
著
し
い
損
傷
又
は
遅
延

　

（第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
場
合
に
限
り

　
ま
す
。
）
が
生
じ
た
と
き
は
、
差
出
人
に
持
参
し
て

　
支
払
う
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
料
金
を
払
い

　
戻
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
社
が
料
金
を
収
受
し
て

　
い
な
い

と
き
は
、
こ
れ
を
請
求
し
ま
せ
ん
。

　

（除
斥
期
間
）

第
三
十
七
条
　
当
社
の
責
任
は
、
信
書
便
物
の
配
達

　
が
さ
れ
た
日
（
信
書
便
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、

　
配
達
予
定
日
又
は
配
達
予
定
日
時
の
属
す
る
日
）

　
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
裁
判
上
の
請
求
が
さ

　
れ
な
い
と
き
は
、
消
滅
し
ま
す
。

川
　
前
項
の
期
間
は
、
信
書
便
物
の
滅
失
等
に
よ
る

　
損
害
が
発
生
し
た
後
に
限
り
、
合
意
に
よ
り
延
長

　
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

（損
害
賠
償
の
額
）

第
三
十
五
条
　
　
（
略
）

2
　
当
社
は
、
信
書
便
物
の
殿
損
に
よ
る
損
害
に
つ

　
い

て
は
、
信
書
便
物
の
価
格
を
基
準
と
し
て
殿
損

　
の

程

度
に
応
じ
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま

　
す
。

3
・
4
　
　
（
略
）

5
　
信
書
便
物
の
滅
失
又
は
殿
損
に
よ
る
損
害
及
び

　
遅
延
に
よ
る
損
害
が
同
時
に
生
じ
た
と
き
は
、
当

　
社
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
合

　
計
額
を
、
限
度
額
の
範
囲
内
で
賠
償
し
ま
す
。

6
　
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
社
の
故
意

　
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
信
書
便
物
の
滅
失
、

　
殿
損
又
は
遅
延
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
社
は
、
そ

　
れ
に

よ
り
生
じ
た
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

　

（料
金
の
払
戻
し
等
）

第
三
十
六
条
　
当
社
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な

　
い

事
由
又
は
当
社
の
責
任
に
よ
る
事
由
に
よ
っ

　

て
、
信
書
便
物
に
滅
失
、
著
し
い
殿
損
又
は
遅
延

　

（第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
場
合
に
限
り

　
ま
す
。
）
が
生
じ
た
と
き
は
、
差
出
人
に
持
参
し
て

　
支
払
う
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
料
金
を
払
い

　
戻
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
社
が
料
金
を
収
受
し
て

　
い
な

い

と
き
は
、
こ
れ
を
請
求
し
ま
せ
ん
。

　
（時
効
）

第
三
十
七
条
　
当
社
の
責
任
は
、
受
取
人
が
信
書
便

　
物
を
受
け
取
っ
た
日
（
信
書
便
物
が
滅
失
し
た
場

　
合

に
は
、
配
達
予
定
日
又
は
配
達
予
定
日
時
の
属

　
す
る
日
）
か
ら
起
算
し
て
一
．
年
を
経
過
し
た
と
き

　
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
ま
す
。

訓
　
前
項
の
規
定
は
、
当
社
が
そ
の
損
害
を
知
っ
て

　
い

た
場
合
に
は
、
適
用
し
ま
せ
ん
。

　
　
　
寸
　
　
　
U

　
　
　
阿
　
　
目
（

　

（施
行
期
日
）

1
　
こ
の
告
示
は
、
商
法
及
び
国
際
海
上
物
品
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月

　
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　

（経
過
措
置
）

2
　
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
運
送
契
約
に
係
る
標
準
貨
物
軽
自
動
車
特
定
信
書
便
運
送
約
款
の
適
用
に
つ

　
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

○
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
五
十
六
号

　
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
十
九
条
の
十
第
四
項
及
び
海
上
運
送
法
施
行
規
則
（
昭

和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
第
四
十
二
条
の
八
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
先
進
船
舶
の
対
象
範
囲
を
定
め

る
告
示
及
び
先
進
船
舶
の
導
入
等
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成

三
十
一
年
三
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
石
井
啓
一

　
　
　
先
進
船
舶
の
対
象
範
囲
を
定
め
る
告
示
及
び
先
進
船
舶
の
導
入
等
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
の
一
部
を
改
正

　
　
　
す
る
告
示

　

（先
進
船
舶
の
対
象
範
囲
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
一
条
先
進
船
舶
の
対
象
範
囲
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を

　
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表

に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

　
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

　
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改
　
正
　
後

改
　
正
　
前

第
一
一
条
　
規
則
第
四
十
二
条
の
八
第
二
号
に
規
定
す

第
一
一
条
規
則
第
四
十
二
条
の
八
第
二
号
に
規
定
す

る
先
進
的
な
技
術
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
技
術
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
シ
ン
グ

ス
活
用
技
術
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
多
様
か
つ
多

数
の

物
が
接
続
さ
れ
、
及
び
そ
れ
ら
の
物
か
ら
送

信
さ
れ
、
又
は
そ
れ
ら
の
物
に
送
信
さ
れ
る
大
量

寸

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
シ
ン
グ
ス
活
用

の
情
報

新
設
）

技
術

（イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
多
様
か
つ
多
数
の

物
が
接
続
さ
れ
、
及
び
そ
れ
ら
の
物
か
ら
送
信

さ
れ
、
又
は
そ
れ
ら
の
物
に
送
信
さ
れ
る
大
量

の
情
報
を
活
用
す
る
技
術
を
い
い
、
次
号
イ
か

　
ら
こ
ま
で
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
ゴ
．
船
舶
の
環
境
性
能
を
著
し
く
向
上
さ
せ
る
次

（新
設
）

に
掲
げ
る
設
備
又
は
材
料
に
使
用
さ
れ
る
技
術

で
あ
っ
て
、
船
舶
の
環
境
性
能
を
著
し
く
向
上

さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に

掲
げ
る
設
備
又
は
材
料
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

そ
れ
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
も
の

イ
　
ス
マ
ー
ト
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

次
に

掲
げ
る
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規

格

（以
下

「国
際
規
格
」
と
い
う
。
）
の
い
ず

れ

に
も
適
合
す
る
技
術

ω
　
国
際
規
格
I
S
O
一
九
八
四
七
（
二
〇

一八
）

②
　
国
際
規
格
I
S
O
一
九
八
四
八
（
二
〇

一八
）
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ロ

　
ウ
ェ
ザ
ー
ル
ー
テ
イ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
　
気

　
象
及
び
海
象
に
関
す
る
情
報
を
継
続
し
て
船

　
上

に
お
い
て
直
接
取
得
し
、
当
該
情
報
を
継

　
続
し
て
船
内
に
お
い
て
自
動
的
に
解
析
す
る

　

こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
運
航
に
最
適
な
航
路

　
に

関
す
る
情
報
を
船
員
に
提
供
す
る
技
術

ハ
　
遠
隔
監
視
シ
ス
テ
ム
　
陸
上
に
お
い
て
船

　
舶
の
状
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
船
舶
の
位

　
置
及
び
速
力
並
び
に
主
機
の
状
態
に
関
す
る

　
情
報
を
船
上
に
お
い
て
継
続
的
に
取
得
し
、

　
か

つ
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
船
上
か
ら
陸
上
に

　
継
続
的
に
送
信
す
る
技
術

二
　
予
防
保
全
シ
ス
テ
ム
　
主
機
の
圧
力
、
温

　
度
そ
の
他
主
機
の
運
転
状
態
を
示
す
情
報
を

　
船
上

に
お
い
て
継
続
的
に
収
集
し
、
こ
れ
ら

　
の

情
報
を
継
続
的
に
解
析
す
る
こ
と
に
よ

　
り
、
主
機
の
状
態
を
常
に
把
握
す
る
こ
と
を

　
可
能
と
す
る
技
術

ホ
　
統
合
ビ
ル
ジ
処
理
シ
ス
テ
ム
　
千
九
百
七

　
十
三
年
の
船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め

　
の

国
際
条
約
附
属
書
1
の
実
施
に
関
し
て
国

　
際
海
事
機
関
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
に
お
い

　
て
承
認

さ
れ
た
船
舶
の
機
関
区
域
に
お
け
る

　
油
性
廃
棄
物
の
処
理
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
指

　
針
及
び
統
合

ビ
ル
ジ
処
理
シ
ス
テ
ム
の
細
則

　
二
千
八
年
改
訂
版
に
規
定
す
る
統
合
ビ
ル
ジ

　
処
理
シ
ス
テ
ム
の
要
件
に
適
合
す
る
ビ
ル
ジ

　

（海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関

　
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十

　
六
号
）
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
ビ
ル

　
ジ
を
い
う
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
量

　
を
減
少
さ
せ
、
及
び
ピ
ル
ジ
を
処
理
す
る
た

　

め
の
技
術

へ
　
高
延
性
鋼
　
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法

　
律
第
十
一
号
）
第
八
条
の
登
録
を
受
け
た
船

　
級
協
会
が
高
い
延
性
を
有
す
る
と
認
め
る
船

　
体

（鋼
製
の
も
の
に
限
る
。
）
を
実
現
す
る
技

　
術
で
あ
っ
て
、
当
該
船
体
の
構
造
材
料
に
係

　
る
も
の

　
ト
　
耐
食
鋼
　
原
油
タ
ン
カ
ー
の
貨
物
油
タ
ン

　
　
ク
に
対
し
て
講
ず
る
千
九
百
七
十
四
年
の
海

　
　
上

に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条

　
　
約
附
属
書
第
二
章
の
一
第
三
規
則
の
十
一
第

　
　

三
・
二
項
に
掲
げ
る
措
置
に
お
い
て
用
い
ら

　
　
れ

る
鋼
材
を
実
現
す
る
技
術

ヨ
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
航
行
の
効

　
率
性
の
向
上
又
は
快
適
性
の
確
保
に
相
当
程
度

　
寄
与
し
、
か
つ
、
船
舶
の
環
境
性
能
を
著
し
く

　
向
上
さ
せ
る
技
術

（新
設
）

　

（先
進
船
舶
の
導
入
等
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
の
一
部
改
正
）

第
二
条
先
進
船
舶
の
導
入
等
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
八
十
七
号
）

　

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の

表
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よ
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正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
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又
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で
囲
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対
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改
正

　
後
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掲
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又
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め
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掲
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に
二
重
傍
線
を
付
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前
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の
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掲
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を
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1

吻から送信され、又はそれらの物に送信
　

1され6大量の情報を活用できる状態をい

；う。以下「loT」という。）やビッグデー

1タ解析等を活用した安全性・効率性・快

1適性に優れたloT活用船（先進船舶の対
1

1象範囲を定める告示（平成29年国土交通
t

l省告示第886号。以下「対象範囲告示」
1

1という。）第2条第1号に掲げる技術（同

｜条第2号イから二までに定める技術を含

1む。）を用いた船舶をいう。）や、液化天然
t

lガス等の環境に優しい代替燃料に対応し
1

1た代替燃料船（対象範囲告示第1条各号
I

1に掲げる物質を燃料とする船舶をいう。）
1

｛の実現が可能となったところである。

1また、海運分野における環境負荷低減

1は引き続き重要であるが、近年、代替燃
I

l料船以外にも、対象範囲告示第2条第2
L

［号イからトまでに定める技術のいずれか
　

「を用いた船舶（以下「特定先進低環境負
　

1荷船」という。）その他の航行の効率性の

1向上又は快適性の確保に相当程度寄与

｜し、かつ、船舶の環境性能を著しく向上

｛させる技術を用いた船舶（以下「先進低
1

1環境負荷船」という。）が実現しっつあり、
1

1その普及が期待されるところである。
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　他国においても、海上ブロードバンド

通信の環境整備がなされることを前提と

して、陸上からの遠隔操船や設備等の常

時状態監視、機関等の故障予知・予防、

機械によって自律的に操船される技術等

を用いた船舶等に関する研究開発が進行

している。

　また、国際的な船舶からの排出ガス規

制の強化や液化天然ガスの経済性の向上

に伴い、重油と比べて排出ガスがクリー

ンな液化天然ガスに燃料の転換が進むこ

とが見込まれており、排出ガス規制が先

行する北米・欧州を中心とした一部の地

域では、既に液化天然ガス燃料に対応し

た船舶が出現している。

1

1物から送信され、又はそれらの物に送信
l

｛される大量の情報を活用できる状態をい

1う。以下「loT」という。）やビッグデー
1

1タ解析等を活用した安全性・効率性・快
i

l適性に優れた船舶（以下「loT活用船」
1

1という。）や、液化天然ガス等の環境に優
　

1しい代替燃料に対応した船舶（以下「代
1

憐撚料船」という。）の実現が可能となっ

｜たところである。

　他国においても、海上ブロードバンド

通信の環境整備がなされることを前提と

して、陸上からの遠隔操船や設備等の常

時状態監視、機関等の故障予知・予防、

機械によって自律的に操船される技術等

を用いた船舶等に関する研究開発が進行

している。

　また、国際的な船舶からの排出ガス規

制の強化や液化天然ガスの経済性の向上

に伴い、重油と比べて排出ガスがクリー

ンな液化天然ガスに燃料の転換が進むこ

とが見込まれており、排出ガス規制が先

行する北米・欧州を中心とした一部の地

域では、既に液化天然ガス燃料に対応し

た船舶が出現しているe

　　　このような近年の技術の進展や国際状

　況を踏まえ、競争の厳しい国際海運や造

　船市場で我が国海事産業が勝ち残ること

　ができるよう、世界に先んじて先進船舶

　　の導入等を促進するため、以下の支援を

　行うことが必要である。

　①　IoT活用船の方向性

　　　　（略）

　②　代替燃料船の方向性

　　　　（略）

　③　先進低環境負荷船の方向性

　　　海運分野における環境負荷の低減の

　　重要性が国際的にも増大する中、先進

　　低環境負荷船の導入等の促進のための

　　機運の醸成に努める等により、環境負

　　荷の低減に向けた社会的ニーズに適切

　　　に対応する。特に、特定先進低環境負

　　荷船については、用いられている技術

　　が実用化段階に差し掛かっており、そ

　　の普及を加速することが、船舶からの

　　環境負荷の低減に向けた当面の対策と

　　　して重要である。

3，船舶運航事業者等が講ずべき措置に関す

　る基本的な事項

（1）先進船舶の導入等を実施する者の意思

　統一等
　　　（略）

（2）船舶運航事業者が講ずべき措置

　　船舶運航事業者は、単一の国際市場で

　激しい競争を繰り広げているが、自ら国

　　際競争力を維持・強化し、今後とも質の

　高いサービスを安定的に提供することが

　求められている。先進船舶導入等計画の

　　認定制度を活用することにより、他国と

　　の差別化を図り、顧客にとっての船舶の

　　生涯にわたる高付加価値を追求すること

　　が期待される。

　　IoT活用船については、高速・大容量

　　の船陸問通信を用いた船舶・舶用機器に

　　関するビッグデータの解析と活用によ

　　り、船舶への乗組み基準の合理化を含め

　このような近年の技術の進展や国際状

況を踏まえ、競争の厳しい国際海運や造

船市場で我が国海事産業が勝ち残ること

ができるよう、世界に先んじて先進船舶

の導入等を促進するため、以下の支援を

行うことが必要である。

①　IoT活用船の方向性

　　（略）

②　代替燃料船の方向性

　　（略）

（新設）

3．船舶運航事業者等が講ずべき措置に関す

　る基本的な事項

（1）先進船舶の導入等を実施する者の意思

　統一等
　　　（略）

②　船舶運航事業者が講ずべき措置

　　船舶運航事業者は、単一の国際市場で

　激しい競争を繰り広げているが、自ら国

　　際競争力を維持・強化し、今後とも質の

　　高いサービスを安定的に提供することが

　求められている。先進船舶導入等計画の

　　認定制度を活用することにより、他国と

　　の差別化を図り、顧客にとっての船舶の

　　生涯にわたる高付加価値を追求すること

　　が期待される。

　　IoT活用船にっいては、高速・大容量

　　の船陸間通信を用いた船舶・舶用機器に

　　関するビッグデータの解析と活用によ

　　り、船舶への乗組み基準の合理化を含め
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　た航行の安全性・効率性・快適性に優れ

　た運送サービスを提供することが期待さ

　れる。

ド　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　－　　　
1代替燃料船については、船舶からの排
l

1出ガス削減への対応として、液化天然ガ
1

1ス等を代替燃料として使用することによ

1り、環境に優しく、経済性に優れた運送

1サービスを提供することが期待される。

1先進低環境負荷船にっいては、環境負

1荷の低減に資する特に優れた技術が用い

1られた船舶であることから、その導入を
r

維進することにより、環境に優しく、効
t

l率的な運送サービスを提供することが期
1

1待される。さらに、環境に優しい運送サー
1

1ビスを一層促進することを期待し、石綿
1

1の使用等に関して我が国の環境に関する

1法令で規制されている行為等が建造その

｜他の過程において行われないように努め

；るものとする。

（3）造船事業者が講ずべき措置

　　造船事業者は、今後起こりうる為替変

　動や短期的な世界の新造船受注量全体の

　減少に耐えなければならない。IoT・

　ビックデータを活用した新しい時代の海

　事産業が始まろうとしている中で、造船

　事業者は世界的な開発競争に打ち勝った

　めに、先進船舶導入等計画の認定制度を

　活用し、世界に先駆けて、新たな付加価

　値を持った船舶を創出することが期待さ

　れる。

　　IoT活用船については、2010年以降の

　衛星通信の低料金化・高速化により、海

　上ブロードバンド通信の環境が進展し、

　航行中に得られる気象・海象情報、航路

　に関する情報、船体への荷重・動揺に関

　する情報等、大量の情報を陸上へ送信し、

　分析した上で、新造船の設計・建造に

　フィードバックすることができる環境が

　整備されているため、今後新たな付加価

　値を持った船舶を市場に導入することが

　期待される。

た航行の安全性・効率性・快適性に優れ

た運送サービスを提供することが期待さ

れる。

1代替燃料船については、船舶からの排

1出ガス削減への対応として、液化天然ガ

iス等を代替燃料として使用することによ

｛り、環境に優しく、経済性に優れた運送

1サービスを提供することが期待される。

（3）造船事業者が講ずべき措置

　　造船事業者は、今後起こりうる為替変

　動や短期的な世界の新造船受注量全体の

　減少に耐えなければならない。IoT・

　ビックデータを活用した新しい時代の海

　事産業が始まろうとしている中で、造船

　事業者は世界的な開発競争に打ち勝つた

　めに、先進船舶導入等計画の認定制度を

　活用し、世界に先駆けて、新たな付加価

　値を持った船舶を創出することが期待さ

　れる。

　　IoT活用船にっいては、2010年以降の

　衛星通信の低料金化・高速化により、海

　上ブロードバンド通信の環境が進展し、

　航行中に得られる気象・海象情報、航路

　に関する情報、船体への荷重・動揺に関

　する情報等、大量の情報を陸上へ送信し、

　分析した上で、新造船の設計・建造に

　フィードバックすることができる環境が

　整備されているため、今後新たな付加価

　値を持った船舶を市場に導入することが

　期待される。

ド　　－　　　　　’　L　　　　　　　　　　　　’　
［代替燃料船については、今般、船舶か
1

1らの排出ガス規制の強化に伴い、液化天
t

l然ガス等の価格が相対的に安価となる見
l

l通しとなり、船舶において燃料転換が生
r

［じる可能性がある。これらの動きに対応
　

1した船舶を市場にいち早く投入すること
1

1が期待される。
｝先進低環境負荷船については、環境負
1

1荷の低減に対する社会的なニーズに対応
1

1するため、その技術のさらなる高度化に
1

1努めることが期待される。
し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（4）舶用工業事業者が講ずべき措置

　　先進船舶導入等計画の認定制度を活用

　し、更なる技術力向上を図ることで、新

　たな付加価値を持った舶用機器を創出

　し、海上運送サービスの質を向上させる

　ことが期待される。

　　IoT活用船については、高度な情報通

　信技術を搭載した舶用機器を用いること

　により、船舶建造後25年から30年の長期

　間にわたる船舶の航行期間において、故

　障が起こる度に修理するのではなく、年

　間契約で舶用機器を遠隔監視し、事前に

　故障を予知することにより予防保全する

　など、先進的な舶用機器の製造・提供の

　みならず、新たなサービスの提供が期待

　される。

「代替藤蒋船百う示そぽ一ゴ藪花戻素

｜（CO，）、窒素酸化物（NOD、硫黄酸化

｛物（SOD及び粒子状物質（PM）の排
｛出量を大幅に削減することができるた

1め、付加価値の高い主機や周辺機器の製
L

l造・提供が期待される。

1先進低環境負荷船については、環境負
1

1荷の低減に関する社会的なニーズに対応
1

1するため、先進低環境負荷船に用いられ
1

1る機器に係る技術のさらなる高度化に努
1

1めることが期待される。
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿

⑤　大学・研究機関が講ずべき措置

　　大学・研究機関は、科学技術イノベー

　ションの基盤となる世界最高水準の技術

　の創出及びその活用の促進において中心

　的な役割を担うことが期待される。

ド　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　’　
1代替燃料船については、今般、船舶か
1

1らの排出ガス規制の強化に伴い、液化天
l

l然ガス等の価格が相対的に安価となる見
1

1通しとなり、船舶において燃料転換が生
r

lじる可能性がある。これらの動きに対応
1

1した船舶を市場にいち早く投入すること
d

lが期待される。
L＿＿一＿＿＿＿＿＿＿一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（4）舶用工業事業者が講ずべき措置

　　先進船舶導入等計画の認定制度を活用

　し、更なる技術力向上を図ることで、新

　たな付加価値を持った舶用機器を創出

　し、海上運送サービスの質を向上させる

　ことが期待される。

　　IoT活用船については、高度な情報通

　信技術を搭載した舶用機器を用いること

　により、船舶建造後25年から30年の長期

　間にわたる船舶の航行期間において、故

　障が起こる度に修理するのではなく、年

　間契約で舶用機器を遠隔監視し、事前に

　故障を予知することにより予防保全する

　など、先進的な舶用機器の製造・提供の

　みならず、新たなサービスの提供が期待

　される。
r　　r　　　　　　　　　－　　　　　L　　　　　　
1代替燃料船にっいては、二酸化炭素
［（CO、）、窒素酸化物（NOD、硫黄酸化
1

1物（SOD及び粒子状物質（PM）の排
t

l出量を大幅に削減することができるた
1

1め、付加価値の高い主機や周辺機器の製
f

1造・提供が期待される。
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿

（5）大学・研究機関が講ずべき措置

　　大学・研究機関は、科学技術イノベー

　ションの基盤となる世界最高水準の技術

　の創出及びその活用の促進において中心

　的な役割を担うことが期待される。
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　　IoT活用船については、陸上からの遠

　隔操船や設備等の常時状態監視、機関等

　の故障予知・予防、機械によって自律的

　　に操船される技術等を用いた船舶等に関

　する研究開発が進行しているところ、創

　　出した世界最高水準の技術及び知見を

　　もって、実用化への橋渡しを担うことが

　期待される。
　ド　　　－　　　　　J　　　　　　　　　　　　　　－
　1代替燃料船にっいては、液化天然ガス
　　
　1のみならず、新たに液化石油ガス、水素
　t
　｛ガス、バイオ燃料等の環境負荷の低減に

　！資する燃料を用いた船舶の導入が見込ま

　［れ、船舶の機関、タンク、燃料供給に必

　　
　1要な機器、それらを搭載したシステム等
　1　1の技術の研究開発が進行しているとこ
　1
　1ろ、創出した世界最高水準の技術及び知
　　
　1見をもって、更なる研究開発の促進への

　1一助となることが期待される。

　｛先進低環境負荷船にっいては環境負

　1　1荷の低減に対する社会的なニーズに対応
　　
　1するため、先進低環境負荷船に用いられ
　1
　1る技術のさらなる高度化につながる基礎
　1
　挺窒笠が塑違型灸三とを遡鐘き塾ゑ．

（6）その他関係事業者等が講ずべき措置

　　　（略）

4　先進船舶導入等計画の認定に関する基本

　的な事項

（1）先進船舶導入等計画の認定手続

　①・②　　（略）

　③　先進船舶導入等計画の内容

　　　先進船舶導入等計画（特定先進低環

境負荷船に係るものを除く。）の内容

は、作成主体である船舶運航事業者等

が研究開発、製造及び導入の3段階の

全部又は一部を選択的に申請すること

ができることとする。

　特定先進低環境負荷船に係る先進船

舶導入等計画にあっては、導入に係る

先進船舶導入等計画について申請する

ことができることとする。

　IoT活用船については、陸上からの遠

隔操船や設備等の常時状態監視、機関等

の故障予知・予防、機械によって自律的

に操船される技術等を用いた船舶等に関

する研究開発が進行しているところ、創

出した世界最高水準の技術及び知見を

もって、実用化への橋渡しを担うことが

期待される。

rJ　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　－　1代替燃料船については、液化天然ガス
1

1のみならず、新たに液化石油ガス、水素
1

1ガス、バイオ燃料等の環境負荷の低減に
t

l資する燃料を用いた船舶の導入が見込ま

：れ、船舶の機関、タンク、燃料供給に必

悟な機器、それらを搭載したシステム等
1

1の技術の研究開発が進行しているとこ
1

1ろ、創出した世界最高水準の技術及び知
E

l見をもって、更なる研究開発の促進への
　

L＝1也とな亙こζ力三塑生主む亘．一一一一一一

⑥　その他関係事業者等が講ずべき措置

　　　（略）

4　先進船舶導入等計画の認定に関する基本

　的な事項

（1）先進船舶導入等計画の認定手続

　　①・②　　（略）

　　③　先進船舶導入等計画の内容

　　　　先進船舶導入等計画の内容は、作成

　　　主体である船舶運航事業者等が研究開

　　発、製造及び導入の3段階の全部又は

　　　一部を選択的に申請することができる

　　　こととする。

②　先進船舶導入等計画の認定基準

　　先進船舶導入等計画が国土交通大臣に

　対して申請された場合の認定基準につい

　ては、以下のとおりとする。

①　基本方針への適合性（第ユ号基準）

　　（略）

②　確実かっ効果的に実施されると見込

　まれるものであること（第2号基準）

　次の（1）～（5）までの事項について判断す

ることとする。

　（1）・②　　（略）

　（3）先進船舶の研究開発又は製造につ

いての先進船舶導入等計画にあって

は、その研究開発又は製造に必要な

　　技術及び施設を有していること。

　（4）　（略）

　（5）特定先進低環境負荷船にあって

　　は、より確実な導入を期するため、

　　1船ごとに計画が策定されているこ

　　と。

③・④　　（略）

②　先進船舶導入等計画の認定基準

　　先進船舶導入等計画が国土交通大臣に

　対して申請された場合の認定基準につい

　ては、以下の通りとする。

　①　基本方針への適合性（第1号基準）

　　　（略）

　②　確実かつ効果的に実施されると見込

　　まれるものであること（第2号基準）

　　次の（1）～（4）までの事項について判断す

　ることとする。

　　（1）・（2）　（略）

　　（3）製造に必要な技術及び施設を有し

　　　ていること。

（4）　（略）

（新設）

③・④　　（略）
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